
公益社団法人 全日本不動産協会会員の皆様へ 

 

 

             国有財産の管理処分等業務に係る 

            業務委託について 

 

 

   国有財産行政につきましては、日頃から格別のご高配を賜りありがとうございま

す。 

   財務省東海財務局では、国有財産（普通財産）の管理処分等業務（旧里道・水路

等の売払業務等）を宅地建物取引業者の方に委託しております。 

   本業務につきましては、これまで全日本不動産協会愛知県本部様のホームページ

に情報掲載していただくなど、請け負っていただける宅地建物取引業者の方を募集

しておりましたが、依然として契約締結に至っていない状況にあります。 

   つきましては、全日本不動産協会の会員の皆様に対し、改めてお知らせさせてい

ただきますので、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。 

 

   ※業務の詳細等については、次ページをご覧ください。 

    

 

 【照会先】 

   東海財務局 管財部 国有財産調整官 業務委託担当 

     〒 460-8521  名古屋市中区三の丸三丁目３番１号 

       電話番号  0 5 2 - 9 5 1 - 2 7 8 2（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 



★業務内容

財務局が管理している国有財産の売払や貸付を行うにあたって、「国の職員の代理」として業務を実施していただくものです。

【主な業務】
○売払の契約に係る業務
⇒（1）申請等書類の徴求・審査、（2）財産の現況・権利関係調査、（3）評価調書・売払決議書の作成、（4）契約書の送付に係る事務及び相手方
との折衝等、（5）登記手続書類の調整、（6）証拠書類等の調整

○貸付料の改定に係る業務
⇒（1）財産の現況及び買受意向等調査、（2）買受勧奨等、（3）改定貸付料の算定、（4）貸付料改定決議書の作成、（5）改定貸付料の通知
○その他の一般管理事務
⇒（1）車庫証明に係る承認事務、（2）軽微な模様替えに係る承認事務、（3）貸付料口座振替申出書の徴求・審査 等

★委託費（過去３年の支払実績）

★資格要件（主なものを記載）

①宅地建物取引業法第3条第1項に基づく免許を受けている者
であること
②令和元・2・3年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）に
おいて、「役務の提供等（その他）」で「Ａ～Ｄ」の等級に格付
けされ、東海・北陸地域の資格を有する者であること

★委託期間

契約締結日（令和２年度中に契約締結）から
令和５年３月末まで

★業務対象地域
愛知県内全域

【本件にかかる照会先】
東海財務局 国有財産調整官
担当：元垣内（ﾓﾄｶﾞｲﾄ）、淺野
電話：052-951-2782

★必要人員
２名程度

H29 H30 R元

件数 委託料 件数 委託料 件数 委託料

契約に関する業務 210 6,327 186 5,487 243 7,926

売払 35 3,696 27 2,681 31 4,691

上記に係る一般
管理費

28 241 18 156 27 236

貸付料の改定又
は更新

61 1,647 78 2,106 75 2,040

上記に係る附帯
業務

6 52 6 52 5 44

貸付財産に係る
一般管理

80 691 57 492 105 915

国有財産台帳価格
改定業務

5 8 2 3 1 1

【単位：件、千円】


